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県の動き3 女性に対する暴力をなくす運動

パートナーからの暴力、性犯罪・性暴力、ストー
カー行為など女性に対する暴力は、女性の人権を著し
く侵害するものであり、いかなる理由があっても許さ
れるものではありません。
女性の人権を守るため、さまざまな相談先があるこ
とを知ってください。あなたは一人ではありません。

女性に対する暴力をなくす運動とは
国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日（11月
25日）」に合わせ、11月12日から25日までを「女性
に対する暴力をなくす運動」期間とし、行政・民間団
体などが連携し、広報・啓発活動を実施しています。

どのような活動を行っているの？
「パープルリボン」は、女性に対
する暴力根絶のシンボルマークです。
このパープルリボンを積極的に活
用し、パートナーからの暴力、性犯
罪・性暴力、ストーカー行為など女
性に対する暴力は、決して許されないものであるとい
うことを広く呼びかける活動を行っています。
また、パープルリボンにちなんで、全国各地にある
ランドマークなどを紫色にライトアップする「パープ
ル・ライトアップ」も実施されています。
「パープル・ライトアップ」には、女性に対するあ
らゆる暴力の根絶を広く呼びかけるととも
に、被害者に対して、「一人で悩まず、まず
は相談をしてください」というメッセージ
が込められています。

  性暴力を受けたらどこに
相談したらいいの？

沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援
センター「with youおきなわ」は、性暴
力被害にあわれた方が、医療支援を含めた
必要な支援を可能な限り一か所で迅速に
受けることができるように設置した、病
院拠点型の相談窓口です。
「with youおきなわ」では、電話相談
のほか、面談、カウンセリング、医療支
援、警察や弁護士相談などへの同行支援
も行っています。
24時間365日体制で相談を受け付けて
いますので、一人で悩まず、いつでもご
相談ください。

11 月18日（月）～22日（金）
県庁１階県民ホール

11 月19日（火）～24日（日）
 沖縄県男女共同参画センターてぃるる
エントランスホール
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